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（修正案）

平成 26年 7月 7日版

第３回守口市子ども・子育て会議（第４回会議時配布）
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１．計画策定の背景と趣旨

（１）計画策定の背景

近年わが国の少子化は、ますます進行し、平成 17 年（2005 年）には合計特殊出生率※が 1.26

まで低下しましたが、平成 18 年（2006 年）以降はわずかながら増加に転じ、平成 25 年（2013

年）では 1.43 となっています。しかし依然として、人口を維持するのに必要な合計特殊出生

率 2.08 を下回っている状況が続いており、この流れは今後も続くと予想されています。

平成 15 年（2003 年）には次世代育成支援対策推進法※が制定され、家庭と事業者、行政が

一体となって次世代育成支援対策※を迅速かつ重点的に推進するために、地方公共団体、一般

事業主※及び特定事業主※に各々の行動計画の策定が義務付けられました。

しかしながら、依然として少子化は進行しており、核家族化の進展や地域のつながりの希薄

化などから、多くの子育て家庭が子育ての孤立感と負担感を抱いているのが現状です。

また、仕事と子育ての両立支援である環境整備においては、量の確保が不十分であり、深刻

な待機児童問題が発生しています。

そこで、一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会を目指して、平成 24 年

（2012 年）８月に「子ども・子育て関連３法※」が制定され、平成 27 年度（2015 年度）4 月

から「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。

（２）計画策定の趣旨

本市では、平成 17 年（2005 年）に「守口市次世代育成支援行動計画」（前期計画）、平成 22

年（2010 年）に「守口市次世代育成支援後期行動計画」を策定し、「生まれて良かった 育て

て良かった ふるさと もりぐち」を基本理念として、総合的な子育て支援に取り組み、子育て

環境の充実に一定の成果を収めてきました。しかし、その一方で、乳幼児※数の減少が続いて

いるにもかかわらず待機児童は依然として発生し続けており、市民のニーズを受け止め切れて

いないのが現状です。

「子ども・子育て支援新制度」では、市町村は子ども・子育て支援の実施主体の役割を担い、

地域のニーズに基づいて事業計画を策定し、質の高い幼児期の学校教育・保育及び地域の子ど

も・子育て支援事業の提供を図ることが求められています。

そこで、本市では、地域の実情と近年の子どもを取り巻く環境を踏まえ、待機児童を一日も

早く解消するとともに、幼児期の子どもたちが、親の就業形態にかかわらず幼児教育を受ける

機会を広く確保するため認定こども園制度を活用し、子どもが健全に育ち、親が安心して子ど

もを生み育てることができるまちを目指して、「守口市子ども・子育て支援事業計画」を策定

します。

①合計特殊出生率 ②次世代育成支援対策推進法 ③次世代育成支援対策

④一般事業主 ⑤特定事業主 ⑥子ども・子育て関連３法 ⑦乳幼児
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２．計画の全体像

（１）守口市子ども・子育て支援事業計画の考え方

「守口市次世代育成支援行動計画」は、子ども・子育てに関する総合的な施策を取りまとめ

たものでした。一方、新制度で定められた「子ども・子育て支援事業計画」は、区域ごとの「教

育・保育サービスの利用量」を定める事業計画で、国は「幼児期の学校教育・保育・地域の子

育て支援についての需給計画※」と定義しています。

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法※で規定される「子ども・子育て支援給

付」や「地域子ども・子育て支援事業」の整備を含め、「生まれて良かった 育てて良かった

ふるさと もりぐち」の実現を目指し、守口市における総合的な子ども・子育て支援施策とし

て、子どもや親、地域社会などさまざまな視点からの取り組みを進めていくことが重要である

と考えます。

（２）子ども・子育て支援新制度の概要

① 子ども・子育て支援新制度のねらい

「子ども・子育て支援新制度」とは、「子ども・子育て関連３法」に基づく制度で、「質の高

い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善」、

「地域の子ども・子育て支援の充実」を目的としています。

② 子ども・子育て支援制度の内容

「子ども・子育て支援新制度」の内容については以下のとおりです。

■質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

・幼児教育と保育を一体的に提供する「認定こども園※」制度の改善、普及促進

（「幼保連携型認定こども園※」について設置手続きの簡素化、財政支援の充実・強化）

■保育の量的拡大・確保、教育・保育の質的改善

・地域のニーズを踏まえた「子ども・子育て支援事業計画」の策定

・教育・保育に対する財政措置の充実（認定こども園，幼稚園，保育所の給付制度の統一、

地域型保育事業※の給付制度の創設）

⑧需給計画 ⑨子ども・子育て支援法 ⑩認定こども園

⑩幼保連携型認定こども園 ⑪地域型保育事業
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（３）新制度におけるサービスの全体像

「子ども・子育て支援新制度」は、「子ども・子育て支援給付」と「地域子ども・子育て支援事業」

の２つの柱からなります。

※注）施設型給付の対象にはならない幼稚園もあります。

地域子ども・子育て支援事業

①利用者支援事業【新規創設】
②地域子育て支援拠点事業
③妊婦健康診査
④乳児家庭全戸訪問事業
⑤養育支援訪問事業
⑥子育て短期支援事業
⑦ファミリー・サポート・センター事業
（子育て援助活動支援事業）

⑧一時預かり事業
⑨延長保育事業
⑩病児保育事業
⑪放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業）
⑫実費徴収に係る補足給付事業【新規創設】
⑬多様な主体の新制度への参入促進事業
【新規創設】

子ども・子育て支援給付

■施設型給付（府が認可、市が確認）
対象施設：幼稚園※注）、保育所、
認定こども園

①子どものための教育・保育給付
対象：就学前児童

②子どものための現金給付（児童手当）
対象：中学生まで

■地域型保育給付（市が認可・確認）
対象事業：小規模保育、家庭的保育、
居宅訪問型保育、事業所内保育
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３．計画の位置づけと期間

（１）計画の位置づけ

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく市町村子ども・子育て支援事業計画です。

さらに、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村次世代育成支援行動計画として、これま

で取組みを進めてきた「守口市次世代育成支援後期行動計画」を引き継ぐ計画として位置づけ

ます。

（２）他の計画との関係

本計画は、「第五次守口市総合基本計画」の部門別計画です。策定にあたっては、子ども・

子育て支援法に基づく基本指針をふまえながら、「第五次守口市総合基本計画」が掲げる将来

像「育つ・にぎわう・響きあう 人と心が集うまち 守口」を目指し、その他関連計画との整

合を図っています。

（３）計画の期間

この計画の期間は、平成 27年度（2015 年度）から平成 31年度（2019 年度）までの５年間

とします。



<参考資料>
用 語 集（案）

NO 用 語 説 明

掲

載

項

① 合計特殊出生率 15歳から 49歳までの女性の年齢別（年齢階級別）出生率
を合計したもので、１人の女性が一生に産む子どもの平均

数。

P 9

② 次世代育成支援

対策推進法

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環

境整備を進めるために制定された法律で市町村ごとに次

世代育成支援行動計画を策定して子育て支援に関わるさ

まざまな施策を実施してきた。平成 37年 3月 31日まで
10年間延長された。

P22

③ 次世代育成支援

対策

．．．．．．．．．．．．． P15
P22
P35

④ 一般事業主 ．．．．．．．．．．．．． P 2
⑤ 特定事業主 ．．．．．．．．．．．．． P 5
⑥ 子ども・子育て関

連３法

子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正す

る法律、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

る教育、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す

る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律のこと。

P21
P22
P23
P25

⑦ 乳幼児 ．．．．．．．．．．．．． P99

⑧ 需給計画 地域の実情を踏まえた上で、就学前の子どもの年齢や対象

となる施設ごとに幼児教育又は保育のニーズ量と、地域子

ども・子育て支援事業として位置づけられた放課後児童健

全育成事業や一時預かり事業などの事業のニーズ量を見

積もり、これにどのような方策でこたえていくか明らかに

するもの。

P 4

．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．

．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．


